
運営委員会運営規程 

 

平成２３年１０月３日  

規 程 第 ３ ８ 号  

 

改正 平成３０年３月２８日規程第１３号 

改正 令和６年１２月５日規程第４号 

 

（総則） 

第１条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成１４年法律第

１６５号。以下「法」という。）第３章に規定する運営委員会（以下「運営

委員会」という。）の運営については、同章に定めるもののほか、この規

程の定めるところによる。 

 

（委員長） 

第２条 運営委員会に委員長１人を置き、委員長は学識経験を有する運営委

員のうちから、運営委員（以下「委員」という。）の互選により選任する。 

２ 委員長は、運営委員会の会議の議長となり議事を整理する。 

３ 運営委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に事故がある場合に

その職務を代理する者を定めておかなければならない。 

 

（招集） 

第３条 運営委員会の会議は、法第１１条第２項及び第３項に規定する事項

について審議を行う必要があるときに委員長が招集する。 

 

（議事） 

第４条 運営委員会は、委員の３分の２以上又は労働者を代表する委員、事

業主を代表する委員及び学識経験を有する委員の各３分の１以上が出席し

なければ、会議を開き、議決することができない。 

２ 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

３ 委員は、委員長が必要があると認めるときは、Web会議システム（映像と

音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで

きるシステムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議

に出席することができる。 

４ Web会議システムを利用する方法による会議への出席は、第１項及び第２

項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

 

（代理） 

第５条 委員は、委員長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。

ただし、代理者は、前条第１項及び第２項の規定の適用については、欠席

したものとして取り扱う。 

参考資料３ 



 

（庶務） 

第６条 運営委員会の庶務は、企画部計画・評価課において行う。 

 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項

は委員長が運営委員会に諮って定める。 

 

 
附 則 
（施行期日） 
 この規程は、平成２３年１０月３日から施行し、平成２３年１０月１日から

適用する。 
 
   附 則（平成３０年３月２８日規程第１３号） 
 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
 
   附 則（令和６年１２月５日規程第４号） 
 この規程は、令和６年１２月５日から施行する。 
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運営委員会運営規程新旧対照表 

新 旧 

 

（総則） 

第１条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成１４年法律第１

６５号。以下「法」という。）第３章に規定する運営委員会（以下「運営委員

会」という。）の運営については、同章に定めるもののほか、この規程の定め

るところによる。 

 

（委員長） 

第２条 運営委員会に委員長１人を置き、委員長は学識経験を有する運営委員

のうちから、運営委員（以下「委員」という。）の互選により選任する。 

２ 委員長は、運営委員会の会議の議長となり議事を整理する。 

３ 運営委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に事故がある場合にそ

の職務を代理する者を定めておかなければならない。 

 

（招集） 

第３条 運営委員会の会議は、法第１１条第２項及び第３項に規定する事項に

ついて審議を行う必要があるときに委員長が招集する。 

 

（議事） 

第４条 運営委員会は、委員の３分の２以上又は労働者を代表する委員、事業

主を代表する委員及び学識経験を有する委員の各３分の１以上が出席しなけ

れば、会議を開き、議決することができない。 

２ 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

３ 委員は、委員長が必要があると認めるときは、Web会議システム（映像と音

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる

システムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席

 

（総則） 

第１条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成１４年法律第１

６５号。以下「法」という。）第３章に規定する運営委員会（以下「運営委員

会」という。）の運営については、同章に定めるもののほか、この規程の定め

るところによる。 

 

（委員長） 

第２条 運営委員会に委員長１人を置き、委員長は運営委員の互選により選任

する。 

２ 委員長は、運営委員会の議長となり議事を整理する。 

３ 運営委員会は、あらかじめ運営委員のうちから、委員長に事故がある場合

にその職務を代理する者を定めておかなければならない。 

 

（議事） 

第３条  運営委員会は、法第１１条第２項及び第３項に規定する事項について

審議を行う必要があるときに理事長が招集する。 
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することができる。 

４ Web会議システムを利用する方法による会議への出席は、第１項及び第２項

に規定する会議への出席に含めるものとする。 

 

（代理） 

第５条 委員は、委員長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。

ただし、代理者は、前条第１項及び第２項の規定の適用については、欠席し

たものとして取り扱う。 

 

（庶務） 

第６条 運営委員会の庶務は、企画部計画・評価課において行う。 

 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は

委員長が運営委員会に諮って定める。 

 

 
附 則 
（施行期日） 
 この規程は、平成２３年１０月３日から施行し、平成２３年１０月１日から適用

する。 
 
   附 則（平成３０年３月２８日規程第１３号） 
 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
 
   附 則（令和６年  月  日規程第  号） 
 この規程は、令和６年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（庶務） 

第４条 運営委員会の庶務は、企画部計画・評価課において行う。 

 

（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は

委員長が運営委員会に諮って定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、平成２３年１０月３日から施行し、平成２３年１０月１日から

適用する。 

 

   附 則（平成３０年３月２８日規程第１３号） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

   

 

 


